
 ●日にち・・・１０月２6日(水) 1０月２７日(木)  

      ※どちらかの日にちをお選びください。 

 ●時間・・・１０：３０～11：3０(受付１０：００～)     

 ●場所・・・伯方児童館(今治市伯方町有津甲 3-1) 

 ●対象・・・未就学幼児 

 ●持ち物・・・お持ちの方は仮装してきてください。 

       各自飲み物をご持参ください。 

 ●参加・・・無料 各日先着２０組      

 ●申込み締切・・・１０月２１日(金) 

～✿新型コロナウイルス感染対策へのお願い✿～ 

保護者の方はマスクの着用をお願いします。(入口で検温・消毒お願いします。) 

体調不良の方は出席をご遠慮ください。 

※新型コロナウイルスの影響により中止の可能性もあります。 

《お問合せ・申込み先》  伯方児童館  TEL:0897-72-3055 

            今治市社会福祉協議会伯方支部(担当：村上)  TEL:0897-74-2123 

今治市在宅介護者のつどい 
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「おって」サロンのご案内 

障がいに関わる生活相談や福祉サービスに関する相談を行っています。 

予約は不要です。ご本人、ご家族の相談にも応じます。お気軽にお越しく

ださい。 

日時：１０月２０日（木） １１月１７日(木) １３時３０分～１６時 

場所：伯方福祉センター１階 相談室 

問合せ先：今治市社会福祉協議会 今治市障がい者生活支援センター 

TEL：0898-23-1747 FAX：0898-22-8441 

さ わ や か 

 木浦地区の古江でゲートボールの活動を行っています。活動日は

火・木・土で、８:３０～１０：３０で活動しています。人数は１０名

程度です。今年の５月末にはスリーアイランド大会があり、『さわやか』

チームが優勝したそうです。トロフィーも実際に見せていただきまし

た。代表者の方は、今までいろいろな大会に出たが初めて優勝できた

と喜ばれていました。 

 コロナ禍ですが、感染対策に気を付けながら休むことなく活動して

います。勝ち負けは二の次で、楽しく元気に仲良くみんなと交流しな

がら活動することが大切だそうです。 

日々の練習の積み重ねと、使用しているコートをきれいに整備して

いるのが強さの秘訣なのかもしれません。毎朝、社協職員が出勤の際

には笑顔で挨拶をしてくださりありがとうございます。 

※この「はかた支部だより」は、住民・法人からお寄せいただきました赤い羽根共同募金・社協会費により発行しています。 

老人クラブ活動紹介 

 今年度より、今治市社会福祉協議会が老人クラブの事務局をしております。みなさんにご迷惑をおかけし

ている点もあると思いますが、よろしくお願いいたします。 

 老人クラブのみなさんと関わっていくなかで、まだまだ地域で知らないことがいっぱいありました。老人

クラブのみなさん、これからいろいろ教えてください！！少しずつですが、老人クラブの活動を紹介してい

けたらと思います。よろしくお願いします。 

編集者のひとりごと 

 今月のはかた支部だよりの発行

が、遂に１００号目となりました。

年に数回の発行ですが、これから

もみなさんに読んでいただけるよ

うに頑張っていきたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

            村上 



✿車椅子等を無料で貸出しするこ

とで日常生活の充実及び社会参加

促進を図っています。 

✿75 歳以上独居高齢者・80 歳以上の老夫

婦世帯へ民生委員が訪問し見守り・支え合

い活動を行っています。 

✿90 歳以上の高齢者世帯を対象に

民生委員協力のもと安否確認をしな

がらお米・カイロを配布しています。 

✿児童館での子育て支援や育児サロン

事業を行い、交流を図っています。 

✿地域に生活している様々な人たちを知

り、自分たちには何ができることを考え

実践し理解を深めてもらうことを目的と

しています。 

✿利用者の健康状況の把握・安否確認

を目的として配食を行っています。 

✿地域住民の孤立の解消・見守り・健康の維持向上

を図ることを目的にする活動を推進しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉機器貸出事業 

歳末たすけあい配分事業 

高齢者世帯見守り訪問事業 

 社協（社会福祉協議会）会員とは、社会福祉に関心を持ち、「住み慣れた地域で、

誰もがより安心して暮らせる社会を築く」という趣旨にご賛同頂き、地域の福祉活

動をともに支えてくださる皆様のことです。 

 何卒、社協の活動趣旨にご賛同いただき、ご協力をお願いします。 

 集められた会費は、福祉体験学習・ボランティア活動・高齢者のサロン活動など

の、地域に根差した福祉活動を進めるための大切な財源として、活用させていただ

いております。 

子育て支援事業 

育児サロン事業 

配食サービス事業 
ふれあい・いきいきサロン活動支援 

ボランティア団体助成事業 

 本年度も 10月 1日から全国一斉に、『じぶんの町をよくするしくみ』をスローガ

ンに赤い羽根共同募金運動が行われます。赤い羽根共同募金は、わたしたちの町の子

どもたちや高齢者、障がい者などを支援するさまざまな福祉活動に役立てられます。

また災害時には「災害ボランティアセンター」の設置や運営など、被災地の支援にも

役立ちます。 

 じぶんたちの町を安心して暮らすことのできる地域福祉のまちづくり実現のため、

本年も多くの方々のご理解とご協力をお願いします。 

じぶんの町を良くするしくみ。 

 
 

 
 
 
 

皆さまからいただいた「赤い羽根共同募金」「社協会費」 

は次のような地域福祉活動に使われています。 

福祉体験学習 おってサロン 暮らしの 

ワンポイント講座 

小地域見守り 

ネットワーク 

ボランティア研修会 
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